
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天草不知火海区における 
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天草不知火海区 漁場計画の変更（素案 ）  
 
※下記を除く漁 場計画については、令 和 5年 5月 30日熊本県告 示第 467号の内容から変更ないため

記載を省略する 。  
 
漁場番号及び漁 業権の内容たるべき事 項  
 
漁場計画番号  天区第１号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  真珠養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市松島町阿 村地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

基点１  熊本県 漁場基点天第６２号（ 熊本県漁場基点天第３ １号（長砂連角の鼻南端）と
下大戸ノ鼻灯台 を見通した線から天第 ３１号を基点として右 へ６５度５０分の線と天第
６４号（船人島 北端）と下大戸ノ鼻灯 台を見通した線から天 第６４号を基点として右へ
３５４度３１分 の線との交点（瀬島地 先高洲））  

ア  基点１から 真方位８２度５３分・ ６３０メートルのとこ ろ  
イ  基点１から 真方位９１度５３分・ ７４０メートルのとこ ろ  
ウ  基点１から 真方位９８度２３分・ ６７５メートルのとこ ろ  
エ  基点１から 真方位８８度５３分・ ５４８メートルのとこ ろ  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  個別漁業権  
３  関係地区  上天草市松島町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。  
 
 
漁場計画番号  天区第８号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  真珠養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町崎津 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

基点１  熊本県 漁場基点天第１４２号 （天草市河浦町崎津名 越鼻北端）  
ア  基点１と天 草市河浦町神島西端を 見通した線から基点１ を基点として右へ３３８度・

６５０メートル のところ  
イ  基点１と神 島西端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ３４４度・５６０メート

ルのところ  
ウ  基点１と神 島西端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ３３０度・４６０メート

ルのところ  
エ  基点１と神 島西端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ３２４度・５７０メート

ルのところ  
２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  個別漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 

漁場計画番号  天区第６１１号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  とさか のり・ みりん養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から６ 月３０日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町崎津 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分１４．０秒、東 経１３ ０度２分５．３ 秒  
イ  北緯３２度 １８分１２．３秒、東 経１３ ０度２分７．１ 秒  
ウ  北緯３２度 １８分１４．２秒、東 経１３ ０度２分１１． ０秒  
エ  北緯３２度 １８分１６．０秒、東 経１３ ０度２分９．５ 秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町河浦、今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
(３ ) 養殖施設 は、毎年６月３０日ま でに撤去しなければな らない 。  

 



  

 
 

 
漁場計画番号  天区第６８１号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  わかめ ・あか もく・ひじき・ かき養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市大矢野町 中地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

基点１  熊本県 漁場基点天第２４号（ 上天草市大矢野町手取 島山頂）  
基点２  熊本県 漁場基点天第２０号（ 大矢野町野釜漁港東側 防波堤南側突端）  
ア  基点１と基 点２を見通した線から 基点１ を基点として右 へ２４ ７度・１００メ ートル

のところ  
イ  基点１と基 点２を見通した線から 基点１ を基点として右 へ２８ ２度・７３０メ ートル

のところ  
ウ  基点１と基 点２を見通した線から 基点１ を基点として右 へ２４ ３度・１，０１ ０メー

トルのところ  
エ  基点１と基 点２を見通した線から 基点１ を基点として右 へ２０ ４度・７１０メ ートル

のところ  
２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   上天草市大矢野町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。   
 
 
漁場計画番号  天区第８２１号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  ひおう ぎ・か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市大矢野町 上地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

基点１  熊本県 漁場基点天第２３号（ 上天草市大矢野町中江 後北端）  
ア  基点１から 真方位３４９度２３分 ・８６ ０メートルのと ころ  
イ  基点１から 真方位３４０度２３分 ・８９ ０メートルのと ころ  
ウ  基点１から 真方位３４２度２３分 ・９９ ０メートルのと ころ  
エ  基点１から 真方位３５１度２３分 ・９６ ０メートルのと ころ  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   上天草市大矢野町  
４  条件   漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。  
 
 
漁場計画番号  天区第８２３号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  ひおう ぎ・か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市大矢野町 登立地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３６分１０．４秒、東 経１３ ０度２６分５７ ．５秒  
イ  北緯３２度 ３６分８．６秒、東経 １３０ 度２６分５５． ９秒  
ウ  北緯３２度 ３６分４．７秒、東経 １３０ 度２７分１．９ 秒  
エ  北緯３２度 ３６分６．６秒、東経 １３０ 度２７分３．３ 秒     

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   上天草市大矢野町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 
漁場計画番号  天区第８２８号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  ひおう ぎ垂下 式養殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町崎津 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分３８．３秒、東 経１３ ０度２分３２． ９秒  
イ  北緯３２度 １８分３３．３秒、東 経１３ ０度２分４３． ５秒  
ウ  北緯３２度 １８分３７．１秒、東 経１３ ０度２分４６． ４秒  
エ  北緯３２度 １８分４０．７秒、東 経１３ ０度２分３６． ６秒     

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  



  

 
 

３  関係地区   天草市河浦町今富及び 崎津並びに二浦町亀浦 及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 

 
漁場計画番号  天区第８３０号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  ひおう ぎ垂下 式養殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町崎津 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分１３．２秒、東 経１３ ０度２分３８． ３秒  
イ  北緯３２度 １８分１０．５秒、東 経１３ ０度２分４２． ２秒  
ウ  北緯３２度 １８分１５．７秒、東 経１３ ０度２分４７． ６秒  
エ  北緯３２度 １８分１８．９秒、東 経１３ ０度２分４４． １秒                              

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町河浦、今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 
漁場計画番号  天区第８３６号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  ひおう ぎ・か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市新和町大多 尾地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

基点１  熊本県 漁場基点天第２００号 （天草市新和町天附鼻 南東端）  
ア  基点１と天 草市新和町小島東端を 見通した線から基点１ を基点として右へ８９度・２ ５

０メートルのと ころ  
イ  基点１と小 島東端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ６６度・３０５メートル の

ところ  
ウ  基点１と小 島東端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ１１度１分・１８６メー ト

ルのところ  
エ  基点１と小 島東端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ６度１４分・６３メート ル

のところ  
２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 
漁場計画番号  天区第５６８号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  魚類小 割式養 殖業（くろまぐ ろ養殖 業を
除く）  

(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市龍ヶ岳町 大道地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ２２分２８．２秒、東 経１３ ０度１８分５０ ．２秒  
   イ  北緯 ３２度２２分１６．２ 秒、東経１３０度１９ 分３．４秒  
   ウ  北緯 ３２度２２分２３．０ 秒、東経１３０度１９ 分９．３秒  
   エ  北緯 ３２度２２分３４．９ 秒、東経１３０度１８ 分５６．２秒  
２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   上天草市龍ヶ岳町大道  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 敷設する 生け簀の面積は、１３ ，０００平方メートル を超え てはならない。  

 
 
漁場計画番号  天区第５６９号（新設 ）  



  

 
 

１  免許の内容 たるべき事項  
(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  魚類小 割式養 殖業（くろまぐ ろ養殖 業を

除く）  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市大矢野町 上地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３６分４０．８秒、東 経１３ ０度２５分２． ４秒  
   イ  北緯 ３２度３６分３９．６ 秒、東経１３０度２５ 分２．４秒  
   ウ  北緯 ３２度３６分３９．６ 秒、東経１３０度２５ 分１．２秒  
   エ  北緯 ３２度３６分４０．８ 秒、東経１３０度２５ 分１．２秒  
２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   上天草市大矢野町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
(３ ) 敷設する 生け簀の面積は、１４ ８平方メートルを超え てはな らない。  

 
 
漁場計画番号  天区第６１２号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  とさか のり・ みりん養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から６ 月３０日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町崎津 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分４２．２秒、東 経１３ ０度０分４３． ９秒  
イ  北緯３２度 １８分４０．６秒、東 経１３ ０度０分４４． ９秒  
ウ  北緯３２度 １８分４４．２秒、東 経１３ ０度０分５０． ８秒  
エ  北緯３２度 １８分４５．５秒、東 経１３ ０度０分４９． ２秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町河浦、今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
(３ ) 養殖施設 は、毎年６月３０日ま でに撤去しなければな らない 。  

 
 
漁場計画番号  天区第６１３号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  とさか のり・ みりん養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から６ 月３０日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町崎津 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分３１．９秒、東 経１３ ０度１分１９． ４秒  
イ  北緯３２度 １８分３０．０秒、東 経１３ ０度１分１９． ５秒  
ウ  北緯３２度 １８分３１．２秒、東 経１３ ０度１分２５． ２秒  
エ  北緯３２度 １８分３３．０秒、東 経１３ ０度１分２４． ５秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町河浦、今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
(３ ) 養殖施設 は、毎年６月３０日ま でに撤去しなければな らない 。  

 
 
漁場計画番号  天区第６１４号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  とさか のり・ みりん養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から６ 月３０日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町宮野 河内地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分４９．８秒、東 経１３ ０度９分１９． ０秒  
イ  北緯３２度 １８分４９．８秒、東 経１３ ０度９分２６． ７秒  
ウ  北緯３２度 １８分５６．３秒、東 経１３ ０度９分２６． ７秒  
エ  北緯３２度 １８分５６．３秒、東 経１３ ０度９分１９． ０秒  



  

 
 

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町宮野河内  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 養殖施設 は、毎年６月３０日ま でに撤去しなければな らない 。  

 
 
漁場計画番号  天区第６１５号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  とさか のり・ みりん養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から６ 月３０日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市天草町軍浦 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分３９．３秒、東 経１３ ０度０分３７． ９秒  
イ  北緯３２度 １８分３７．７秒、東 経１３ ０度０分３９． ３秒  
ウ  北緯３２度 １８分３９．８秒、東 経１３ ０度０分４２． ７秒  
エ  北緯３２度 １８分４１．２秒、東 経１３ ０度０分４１． ３秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市天草町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 養殖施設 は、毎年６月３０日ま でに撤去しなければな らない 。  

 
 
漁場計画番号  天区第６３３号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  わかめ 養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から翌 年５月１５日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市御所浦町横 浦地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ２２分１０．８秒、東 経１３ ０度２０分２９ ．２秒  
イ  北緯３２度 ２２分１０．８秒、東 経１３ ０度２０分２６ ．７秒  
ウ  北緯３２度 ２２分８．５秒、東経 １３０ 度２０分２６． ７秒  
エ  北緯３２度 ２２分８．５秒、東経 １３０ 度２０分２９． ２秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市御所浦町（上脇 、下脇、上竹地、下竹 地、外平及び越地地区を除く ）  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 漁港管理 者が行う事業の実施に 対しては、正当な理由 がなければこれを拒んではな らな

い。  
(３ ) 養殖施設 は毎年５月１５日まで に撤去しなければなら ない。  
 
 

漁場計画番号  天区第６３４号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  わかめ 養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から翌 年５月１５日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市御所浦町横 浦地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ２２分２２．８秒、東 経１３ ０度２０分４５ ．７秒  
イ  北緯３２度 ２２分２２．８秒、東 経１３ ０度２０分４３ ．８秒  
ウ  北緯３２度 ２２分２１．５秒、東 経１３ ０度２０分４３ ．８秒  
エ  北緯３２度 ２２分２１．５秒、東 経１３ ０度２０分４５ ．７秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市御所浦町（上脇 、下脇、上竹地、下竹 地、外平及び越地地区を除く ）  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 養殖施設 は毎年５月１５日まで に撤去しなければなら ない。  

 
 
漁場計画番号  天区第６３５号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  わかめ 養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から翌 年５月１５日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市御所浦町横 浦地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ２２分２７．４秒、東 経１３ ０度２０分５１ ．１秒  



  

 
 

イ  北緯３２度 ２２分２７．４秒、東 経１３ ０度２０分４９ ．２秒  
ウ  北緯３２度 ２２分２６．１秒、東 経１３ ０度２０分４９ ．２秒  
エ  北緯３２度 ２２分２６．１秒、東 経１３ ０度２０分５１ ．１秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市御所浦町（上脇 、下脇、上竹地、下竹 地、外平及び越地地区を除く ）  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 養殖施設 は毎年５月１５日まで に撤去しなければなら ない。  

 
 
漁場計画番号  天区第６３６号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  わかめ 養殖業  
(２ ) 漁業時期   １０月１日から翌 年５月１５日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市天草町軍浦 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １８分２８．３秒、東 経１３ ０度００分６． １秒  
イ  北緯３２度 １８分２７．４秒、東 経１３ ０度００分７． ９秒  
ウ  北緯３２度 １８分２８．９秒、東 経１３ ０度００分９． ２秒  
エ  北緯３２度 １８分２９．９秒、東 経１３ ０度００分７． ５秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別   団体漁業権  
３  関係地区   天草市天草町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 養殖施設 は毎年５月１５日まで に撤去しなければなら ない。  

 
 
漁場計画番号  天区第８６７号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき垂 下式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草郡苓北町富岡 地先   
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３１分３８．０秒、東 経１３ ０度２分１４． ５秒  
イ  北緯３２度 ３１分３５．５秒、東 経１３ ０度２分１４． ４秒  
ウ  北緯３２度 ３１分３５．９秒、東 経１３ ０度２分１９． １秒  
エ  北緯３２度 ３１分３８．２秒、東 経１３ ０度２分１９． １秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   天草郡苓北町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 
漁場計画番号  天区第８６８号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき垂 下式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  天草市河浦町宮野 河内地先   
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １６分５９．７秒、東 経１３ ０度９分０．６ 秒  
イ  北緯３２度 １６分５６．１秒、東 経１３ ０度９分６．９ 秒  
ウ  北緯３２度 １７分１．５秒、東経 １３０ 度９分１１．２ 秒  
エ  北緯３２度 １７分５．１秒、東経 １３０ 度９分４．８秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   天草市河浦町宮野河内  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
 
 
漁場計画番号  天区第８７２号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  うに養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  上天草市大矢野町 湯島地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  



  

 
 

ア  北緯３２度 ３５分５８．８秒、東 経１３ ０度２０分３． ５秒  
イ  北緯３２度 ３５分５７．２秒、東 経１３ ０度２０分３． １秒  
ウ  北緯３２度 ３５分５７．２秒、東 経１３ ０度２０分３． ８秒  
エ  北緯３２度 ３５分５８．８秒、東 経１３ ０度２０分４． ２秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   上天草市大矢野町  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 
漁場計画番号  火区第３３２号  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき垂 下式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  宇城市三角町戸馳 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ、オ及びアを順次に 結んだ線によって囲まれた区 域  

ア  北緯３２度 ３５分７．８秒、東経 １３０ 度３０分４．５ 秒  
イ  北緯３２度 ３４分５３．６秒、東 経１３ ０度３０分２３ ．０秒  
ウ  北緯３２度 ３５分１７．６秒、東 経１３ ０度３０分４８ ．９秒  
エ  北緯３２度 ３５分２９．６秒、東 経１３ ０度３０分３３ ．３秒  
オ  北緯３２度 ３５分２０．０秒、東 経１３ ０度３０分２２ ．９秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  個別漁業権  
３  関係地区   宇城市三角町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。   
 
 
漁場計画番号  火区第３２４号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき支 柱式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  八代市鏡町北新地 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３５分１３．８秒、東 経１３ ０度３４分３２ ．８秒  
イ  北緯３２度 ３５分１１．５秒、東 経１３ ０度３４分３５ ．５秒  
ウ  北緯３２度 ３５分９．７秒、東経 １３０ 度３４分３３． ３秒  
エ  北緯３２度 ３５分１２．０秒、東 経１３ ０度３４分３０ ．６秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   八代市鏡町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。  
 
 
漁場計画番号  火区第３２５号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき支 柱式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  八代市昭和同仁町 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３４分３９．８秒、東 経１３ ０度３４分４２ ．４秒  
イ  北緯３２度 ３４分３８．９秒、東 経１３ ０度３４分４４ ．０秒  
ウ  北緯３２度 ３４分３６．３秒、東 経１３ ０度３４分４１ ．７秒  
エ  北緯３２度 ３４分３７．２秒、東 経１３ ０度３４分４０ ．１秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  個別漁業権  
３  関係地区   八代市昭和同仁町、昭 和明徴町、昭和日進町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。  
 
 
漁場計画番号  火区第３２６号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき支 柱式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  八代市昭和同仁町 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３４分２０．０秒、東 経１３ ０度３４分５２ ．３秒  
イ  北緯３２度 ３４分１８．９秒、東 経１３ ０度３４分５５ ．９秒  
ウ  北緯３２度 ３４分１５．９秒、東 経１３ ０度３４分５４ ．６秒  



  

 
 

エ  北緯３２度 ３４分１７．０秒、東 経１３ ０度３４分５１ ．０秒  
２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  個別漁業権  
３  関係地区   八代市昭和同仁町、昭 和明徴町、昭和日進町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。  
 
 
漁場計画番号  火区第３２７号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき支 柱式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  葦北郡芦北町女島 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 １６分４４．５秒、東 経１３ ０度２７分５９ ．８秒  
イ  北緯３２度 １６分４１．４秒、東 経１３ ０度２７分５８ ．５秒  
ウ  北緯３２度 １６分４２．１秒、東 経１３ ０度２７分５６ ．２秒  
エ  北緯３２度 １６分４５．２秒、東 経１３ ０度２７分５７ ．６秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   葦北郡芦北町（芦北町 井牟田、波多島、田浦 町、杉迫、小田浦及び海浦を 除く）  
４  条件  

(１ ) 漁場区域 の外縁に昼夜間視認で きる標識を設置しなけ ればな らない。  
(２ ) 漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを拒ん ではな らな

い。  
 
 
漁場計画番号  火区第３４０号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき垂 下式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  八代市鏡町北新地 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３５分１６．１秒、東 経１３ ０度３４分３０ ．２秒  
イ  北緯３２度 ３５分１３．８秒、東 経１３ ０度３４分３２ ．８秒  
ウ  北緯３２度 ３５分１２．０秒、東 経１３ ０度３４分３０ ．６秒  
エ  北緯３２度 ３５分１４．２秒、東 経１３ ０度３４分２７ ．４秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  団体漁業権  
３  関係地区   八代市鏡町  
４  条件  漁場 区域の外縁に昼夜間視 認できる標識を設置し なければならない。  
 
 
漁場計画番号  火区第３４１号（新設 ）  
１  免許の内容 たるべき事項  

(１ ) 漁業の種 類及び漁業の名称  第 １種区画漁業  かき垂 下式養 殖業  
(２ ) 漁業時期   １月１日から１２ 月３１日まで  
(３ ) 漁場の位 置  八代市昭和同仁町 地先  
(４ ) 漁場の区 域  次のア、イ、ウ、 エ及びアを順次に結ん だ線によって囲まれた区域  

ア  北緯３２度 ３４分１５．３秒、東 経１３ ０度３５分２６ ．４秒  
イ  北緯３２度 ３４分１２．０秒、東 経１３ ０度３５分３９ ．２秒  
ウ  北緯３２度 ３４分１０．８秒、東 経１３ ０度３５分３８ ．８秒  
エ  北緯３２度 ３４分１４．０秒、東 経１３ ０度３５分２５ ．９秒  

２  個別漁業権 又は団体漁業権の別  個別漁業権  
３  関係地区   八代市昭和同仁町、昭 和明徴町、昭和日進町  
４  条件   
（１）  漁場区域の外縁 に昼夜間視認できる標 識を設置しなければな らない。  
(２ ) 河川管理 者又は漁港管理者が行 う事業の施行に対して は、正 当な理由がなけ ればこ れを

拒んではならな い。  
 
 
免許予定日  令 和 8年 9月 1日  
 
存続期間   天 区第 1号 及び天区第 8号にあっては、令和 8年 9月 1日 から令和 15年 8月 31日まで  
      上 記以外にあっては、令 和 8年 9月 1日から令和 10年 8月 31日まで  


